健／令08-02 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 令和８年４月１５日
＊　健　保　だ　よ　り　＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三菱瓦斯化学健康保険組合


「子ども・子育て支援金制度」開始について

令和８年４月保険料（５月納付分）より、「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります。（※リーフレットをご覧ください）
健康保険組合は代行徴収的立場のため、国が被用者保険（健康保険組合、協会けんぽ等）間で格差が生じることのないよう、支援金は国が一律の支援金率を示すことになっております。（令和８年度０．２３%（労使合計））


子ども・子育て支援金制度について詳細はこちら（こども家庭庁ホームページ）
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido


支援金の徴収について

＊健康保険料、介護保険料とあわせて徴収されます。被保険者と事業主の負担は
同額です。（労使折半）
＊負担額は、給与や賞与にかかる標準報酬月額・標準賞与額×支援金率で算出され
ます。
＊産休・育休期間中は徴収が免除されます。介護保険料とは異なり、海外赴任中
　も子ども・子育て支援金は徴収があります。
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